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Ｑ
　
辺
地
共
聴
施
設
整
備

事
業
費
補
助
金
が
五
百
万

円
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
は
。

Ａ
　
今
年
の
辺
地
共
聴
の

施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、

総
額
四
千
万
円
の
事
業
を

予
定
し
て
い
る
。
国
庫
補

助
の
対
象
と
な
る
分
は
五

施
設
で
あ
る
。

Ｑ
　
自
動
車
取
得
税
が
前

年
よ
り
減
額
さ
れ
て
い
る

の
は
、
自
動
車
購
買
力
の

低
下
が
原
因
か
。

Ａ
　
購
買
力
等
に
つ
い
て

は
、
一
応
の
参
考
と
し
て

い
る
が
、
基
本
的
に
当
初

予
算
は
、
前
年
度
の
見
込

額
の
〇
．
五
％
減
で
計
上

し
て
い
る
。

Ｑ
　
健
康
増
進
事
業
補
助

金
は
、
昨
年
始
ま
っ
た
ば

か
り
の
新
規
事
業
で
あ
る

の
に
減
額
と
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
理
由
は
。

Ａ
　
こ
の
事
業
は
、
生
活

保
護
者
に
対
す
る
健
診
と

肝
炎
の
補
助
金
で
あ
る
が
、

二
十
年
度
の
結
果
を
踏
ま

え
て
補
助
金
を
減
額
し
た
。

（
歳
出
）

Ｑ
　
新
規
事
業
の
元
気
な

集
落
づ
く
り
支
援
事
業
補

助
金
の
内
容
は
。

Ａ
　
対
象
事
業
は
、
産
業
、

経
済
、
文
化
等
の
向
上
を

目
的
と
し
た
事
業
で
あ
る
。

補
助
対
象
者
は
、
集
落
の

維
持
や
活
性
化
に
向
け
主

体
的
に
取
り
組
も
う
と
す

る
自
治
会
及
び
複
数
の
自

治
会
で
組
織
す
る
連
合
体
、

ま
た
、
班
や
組
も
対
象
と

考
え
て
い
る
。
補
助
率
は
、

二
分
の
一
以
内
で
十
万
円

を
上
限
と
し
て
い
る
。
当

初
予
算
で
は
二
百
万
円
を

計
上
し
、
二
十
件
程
度
を

想
定
し
て
い
る
。

Ｑ
　
物
部
地
区
自
治
会
活

動
費
補
助
金
が
四
百
五
万

円
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
補
助
金
に
限
ら
ず
合
併

前
の
旧
三
町
村
に
は
地
域

の
実
情
に
合
わ
せ
た
施
策

や
補
助
金
が
あ
っ
た
と
理

解
し
て
い
る
。
た
だ
、
旧

三
町
村
に
あ
っ
た
独
自
の

施
策
や
補
助
金
を
未
来
永

劫
い
つ
ま
で
も
と
な
る
と
、

香
美
市
全
体
か
ら
は
理
解

が
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
。
今
後
の
考
え
方
は
。

Ａ
　
見
込
み
の
と
お
り
物

部
地
域
で
合
併
前
か
ら
あ

る
制
度
で
あ
る
。
調
整
し

合
併
後
五
年
を
も
っ
て
廃

止
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ

ま
で
の
間
一
〇
％
ず
つ
減

額
し
て
い
る
。
合
併
前
の

施
策
等
に
つ
い
て
は
、
一

定
の
期
間
は
緩
和
措
置
を

も
っ
て
地
域
に
手
当
て
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
、
一
定
の
期
間
を
設

け
て
そ
れ
ら
を
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
合
併
後

三
年
か
五
年
が
一
定
の
目

安
と
考
え
る
。

Ｑ
　
二
十
一
年
度
の
地
籍

調
査
の
予
定
は
。

Ａ
　
予
定
地
区
は
、
土
佐

山
田
町
の
大
後
入
、
香
北

町
の
河
野
、
物
部
町
の
大

栃
と
仙
頭
の
一
部
で
あ
る
。

Ｑ
　
電
源
立
地
地
域
対
策

交
付
金
事
業
と
ダ
ム
周
辺

環
境
整
備
事
業
の
内
容
は
。

Ａ
　
電
源
立
地
事
業
は
香

北
町
（
吉
野
）
で
ダ
ム
周

辺
は
香
北
町
の
三
カ
所
で

あ
る
。

Ｑ
　
土
佐
打
刃
物
後
継
者

育
成
技
術
指
導
助
成
事
業

の
減
額
理
由
は
。

Ａ
　
現
在
、
新
規
後
継
者

の
希
望
が
な
い
た
め
で
あ

る
。
希
望
者
が
い
れ
ば
補

正
で
対
応
す
る
。

Ｑ
　
土
地
改
良
区
の
中
で

山
田
北
部
土
地
改
良
区
事

業
が
突
出
し
て
い
る
が
理

由
は
。

Ａ
　
一
番
後
年
度
に
事
業

計
画
を
し
た
か
ら
で
あ
り
、

償
還
が
進
め
ば
金
額
は
少

な
く
な
る
。
計
画
で
は
平

成
三
十
三
年
ま
で
の
償
還

で
あ
る
。

Ｑ
　
給
食
セ
ン
タ
ー
委
託

費
の
中
に
委
託
先
業
者
の

職
員
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
検

査
料
が
入
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
市
が
負
担
す
る
も
の

で
は
な
く
、
受
託
業
者
が

責
任
を
も
っ
て
実
施
す
る

も
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
　
安
全
管
理
を
考
え
、

委
託
業
者
に
も
検
査
を
受

け
て
も
ら
う
よ
う
委
託
費

の
中
に
含
め
た
。

Ｑ
　
学
校
教
育
費
の
中
の

小
型
焼
却
炉
解
体
処
分
工

事
と
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
工

事
の
内
容
は
。

Ａ
　
焼
却
路
の
解
体
工
事

は
、
楠
目
小
、
佐
岡
小
、

鏡
野
中
で
あ
り
、
ア
ス
ベ

ス
ト
除
去
工
事
は
、
繁
藤

小
中
の
音
楽
室
天
井
の
吹

き
付
け
部
分
で
あ
る
。

Ｑ
　
工
事
請
負
費
に
つ
い

て
、
業
者
の
所
得
や
雇
用

の
機
会
等
か
ら
地
元
の
業

者
を
優
先
的
に
指
名
業
者

に
入
れ
て
入
札
を
行
う
こ

と
が
必
要
と
考
え
る
が
ど

う
か
。

Ａ
　
現
在
、
で
き
る
だ
け

市
内
で
対
応
で
き
る
よ
う

進
め
て
い
る
。

Ｑ
　
定
額
給
付
金
の
事
務

費
が
国
庫
補
助
と
し
て
計

上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

で
総
額
か
。

Ａ
　
国
か
ら
の
補
助
金
は

支
出
に
対
す
る
一
〇
〇
％

と
い
う
こ
と
で
計
上
し
て

い
る
。

Ｑ
　
国
民
健
康
保
険
基
盤

安
定
負
担
金
が
減
額
補
正

に
な
っ
て
い
る
が
、
後
期

高
齢
者
医
療
の
関
係
か
。

Ａ
　
見
込
み
の
通
り
七
割

五
割
、
二
割
の
軽
減
分
が

国
・
県
共
に
減
っ
た
た
め
。

Ｑ
　
商
工
使
用
料
の
別
府

森
林
総
合
利
用
施
設
料
の

マ
イ
ナ
ス
だ
が
、
具
体
的

に
聞
き
た
い
。

Ａ
　
春
か
ら
夏
に
か
け
て

の
ガ
ソ
リ
ン
等
の
高
騰
で

集
客
数
が
減
っ
た
。
前
年

度
比
で
延
べ
利
用
数
が
約

三
千
人
減
が
見
込
ま
れ
て

い
る
た
め
収
入
減
に
な
っ

て
い
る
。

Ｑ
　
指
定
管
理
料
の
返
還

金
が
あ
る
が
、
ど
こ
の
指

定
管
理
者
な
の
か
。

Ａ
　
昨
年
支
払
っ
た
指
定

管
理
料
の
退
職
金
の
返
還

に
あ
た
る
も
の
で
、
本
年

度
の
補
正
で
今
度
補
助
金

を
出
す
こ
と
に
し
て
い

る
。
財
団
法
人
奥
物
部
開

発
公
社
だ
。

Ｑ
　
奥
物
部
開
発
公
社
の

補
助
金
だ
が
、
こ
の
職
員

の
身
分
は
何
か
。
指
定
管

理
者
制
度
上
、
問
題
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
他
に

こ
う
い
う
事
例
は
な
い
の

か
。

Ａ
　
営
利
を
目
的
と
し
た

施
設
の
指
定
管
理
は
財
団

法
人
奥
物
部
開
発
公
社
と

香
北
ふ
る
さ
と
公
社
だ
け

だ
。

Ｑ
　
地
域
活
性
化
・
生
活

対
策
臨
時
交
付
金
は
各
課

か
ら
の
提
案
を
元
に
行
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
他

市
で
は
子
育
て
支
援
充
実

な
ど
工
夫
が
あ
る
。
企
画

課
と
し
て
は
考
え
な
か
っ

た
の
か
。

Ａ
　
地
域
活
性
化
と
生
活

対
策
と
い
う
性
質
に
見
合

う
も
の
を
と
い
う
こ
と
で

各
課
か
ら
出
た
も
の
を
調

整
し
た
結
果
だ
。
急
ぐ
も

の
を
優
先
し
た
。

Ｑ
　
道
路
維
持
費
だ
が
、

土
佐
山
田
商
店
街
の
側
溝

の
シ
ョ
ウ
バ
ン
の
改
修
だ

と
思
う
が
場
所
は
ど
こ
か
。

Ａ
　
商
店
街
の
北
側
の
水

路
を
全
部
や
る
予
定
を
し

て
い
る
。

Ｑ
　
住
宅
用
の
火
災
報
知

機
を
設
置
す
る
よ
う
計
上

さ
れ
て
い
る
が
、対
象
は
。

Ａ
　
基
本
的
に
全
戸
に
一

個
配
布
す
る
。
世
帯
の
把

握
を
し
て
入
札
に
よ
り
物

品
を
調
達
し
て
各
地
区
へ

の
配
布
と
な
る
。

Ｑ
　
別
府
峡
温
泉
の
大
規

模
改
修
で
チ
ッ
プ
ボ
イ

ラ
ー
は
ペ
レ
ッ
ト
で
や
る

と
思
う
が
、
ペ
レ
ッ
ト
の

生
産
は
ど
う
い
う
形
で
や

る
の
か
。

Ａ
　
コ
ス
ト
を
考
え
チ
ッ

プ
を
採
用
し
た
。
地
元
に

は
な
い
の
で
高
知
市
の
ほ

う
で
検
討
し
て
い
る
。

Ｑ
　
保
育
園
費
の
賃
金
の

増
額
の
理
由
は

Ａ
　
障
害
児
対
応
に
三
名

の
加
配
保
育
士
を
付
け
た

分
と
正
職
員
の
病
気
休
暇

の
対
応
だ
。

Ｑ
　
職
員
手
当
て
の
減
額

が
大
き
い
が
、
そ
の
内
訳

を
。

Ａ
　
消
防
費
の
職
員
手
当

て
減
額
の
内
訳
だ
が
、
二

重
計
上
さ
れ
て
い
た
の

を
、
修
正
し
た
。

Ｑ
　
施
設
等
整
備
基
金
費

が
組
ま
れ
て
い
る
が
ど
う

い
っ
た
施
設
か
。

Ａ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が

老
朽
化
し
て
お
り
修
繕
費

が
嵩
ん
で
き
て
い
る
。
財

政
調
整
基
金
が
残
っ
て
い

る
う
ち
に
基
金
へ
積
み
立

て
る
も
の
だ
。

21
年
度

当
初
予
算

20
年
度

補
正
予
算

　一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
議
案
の
性
質
上
他
の
委
員

会
の
所
管
事
項
と
関
連
す
る
た
め
、
教
育
厚
生
お

よ
び
産
業
建
設
常
任
委
員
会
と
の
連
合
審
査
に
よ

り
質
疑
さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

委 員 会 審 査委 員 会 審 査

給食センター（土佐山田町）

※P8・9の審査した議案をご参照ください。

連

合

審

査
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出
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Ｑ
　
土
佐
打
刃
物
後
継
者

育
成
技
術
指
導
助
成
事
業

の
減
額
理
由
は
。

Ａ
　
現
在
、
新
規
後
継
者

の
希
望
が
な
い
た
め
で
あ

る
。
希
望
者
が
い
れ
ば
補

正
で
対
応
す
る
。

Ｑ
　
土
地
改
良
区
の
中
で

山
田
北
部
土
地
改
良
区
事

業
が
突
出
し
て
い
る
が
理

由
は
。

Ａ
　
一
番
後
年
度
に
事
業

計
画
を
し
た
か
ら
で
あ
り
、

償
還
が
進
め
ば
金
額
は
少

な
く
な
る
。
計
画
で
は
平

成
三
十
三
年
ま
で
の
償
還

で
あ
る
。

Ｑ
　
給
食
セ
ン
タ
ー
委
託

費
の
中
に
委
託
先
業
者
の

職
員
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
検

査
料
が
入
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
市
が
負
担
す
る
も
の

で
は
な
く
、
受
託
業
者
が

責
任
を
も
っ
て
実
施
す
る

も
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
　
安
全
管
理
を
考
え
、

委
託
業
者
に
も
検
査
を
受

け
て
も
ら
う
よ
う
委
託
費

の
中
に
含
め
た
。

Ｑ
　
学
校
教
育
費
の
中
の

小
型
焼
却
炉
解
体
処
分
工

事
と
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
工

事
の
内
容
は
。

Ａ
　
焼
却
路
の
解
体
工
事

は
、
楠
目
小
、
佐
岡
小
、

鏡
野
中
で
あ
り
、
ア
ス
ベ

ス
ト
除
去
工
事
は
、
繁
藤

小
中
の
音
楽
室
天
井
の
吹

き
付
け
部
分
で
あ
る
。

Ｑ
　
工
事
請
負
費
に
つ
い

て
、
業
者
の
所
得
や
雇
用

の
機
会
等
か
ら
地
元
の
業

者
を
優
先
的
に
指
名
業
者

に
入
れ
て
入
札
を
行
う
こ

と
が
必
要
と
考
え
る
が
ど

う
か
。

Ａ
　
現
在
、
で
き
る
だ
け

市
内
で
対
応
で
き
る
よ
う

進
め
て
い
る
。

Ｑ
　
定
額
給
付
金
の
事
務

費
が
国
庫
補
助
と
し
て
計

上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

で
総
額
か
。

Ａ
　
国
か
ら
の
補
助
金
は

支
出
に
対
す
る
一
〇
〇
％

と
い
う
こ
と
で
計
上
し
て

い
る
。

Ｑ
　
国
民
健
康
保
険
基
盤

安
定
負
担
金
が
減
額
補
正

に
な
っ
て
い
る
が
、
後
期

高
齢
者
医
療
の
関
係
か
。

Ａ
　
見
込
み
の
通
り
七
割

五
割
、
二
割
の
軽
減
分
が

国
・
県
共
に
減
っ
た
た
め
。

Ｑ
　
商
工
使
用
料
の
別
府

森
林
総
合
利
用
施
設
料
の

マ
イ
ナ
ス
だ
が
、
具
体
的

に
聞
き
た
い
。

Ａ
　
春
か
ら
夏
に
か
け
て

の
ガ
ソ
リ
ン
等
の
高
騰
で

集
客
数
が
減
っ
た
。
前
年

度
比
で
延
べ
利
用
数
が
約

三
千
人
減
が
見
込
ま
れ
て

い
る
た
め
収
入
減
に
な
っ

て
い
る
。

Ｑ
　
指
定
管
理
料
の
返
還

金
が
あ
る
が
、
ど
こ
の
指

定
管
理
者
な
の
か
。

Ａ
　
昨
年
支
払
っ
た
指
定

管
理
料
の
退
職
金
の
返
還

に
あ
た
る
も
の
で
、
本
年

度
の
補
正
で
今
度
補
助
金

を
出
す
こ
と
に
し
て
い

る
。
財
団
法
人
奥
物
部
開

発
公
社
だ
。

Ｑ
　
奥
物
部
開
発
公
社
の

補
助
金
だ
が
、
こ
の
職
員

の
身
分
は
何
か
。
指
定
管

理
者
制
度
上
、
問
題
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
他
に

こ
う
い
う
事
例
は
な
い
の

か
。

Ａ
　
営
利
を
目
的
と
し
た

施
設
の
指
定
管
理
は
財
団

法
人
奥
物
部
開
発
公
社
と

香
北
ふ
る
さ
と
公
社
だ
け

だ
。

Ｑ
　
地
域
活
性
化
・
生
活

対
策
臨
時
交
付
金
は
各
課

か
ら
の
提
案
を
元
に
行
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
他

市
で
は
子
育
て
支
援
充
実

な
ど
工
夫
が
あ
る
。
企
画

課
と
し
て
は
考
え
な
か
っ

た
の
か
。

Ａ
　
地
域
活
性
化
と
生
活

対
策
と
い
う
性
質
に
見
合

う
も
の
を
と
い
う
こ
と
で

各
課
か
ら
出
た
も
の
を
調

整
し
た
結
果
だ
。
急
ぐ
も

の
を
優
先
し
た
。

Ｑ
　
道
路
維
持
費
だ
が
、

土
佐
山
田
商
店
街
の
側
溝

の
シ
ョ
ウ
バ
ン
の
改
修
だ

と
思
う
が
場
所
は
ど
こ
か
。

Ａ
　
商
店
街
の
北
側
の
水

路
を
全
部
や
る
予
定
を
し

て
い
る
。

Ｑ
　
住
宅
用
の
火
災
報
知

機
を
設
置
す
る
よ
う
計
上

さ
れ
て
い
る
が
、対
象
は
。

Ａ
　
基
本
的
に
全
戸
に
一

個
配
布
す
る
。
世
帯
の
把

握
を
し
て
入
札
に
よ
り
物

品
を
調
達
し
て
各
地
区
へ

の
配
布
と
な
る
。

Ｑ
　
別
府
峡
温
泉
の
大
規

模
改
修
で
チ
ッ
プ
ボ
イ

ラ
ー
は
ペ
レ
ッ
ト
で
や
る

と
思
う
が
、
ペ
レ
ッ
ト
の

生
産
は
ど
う
い
う
形
で
や

る
の
か
。

Ａ
　
コ
ス
ト
を
考
え
チ
ッ

プ
を
採
用
し
た
。
地
元
に

は
な
い
の
で
高
知
市
の
ほ

う
で
検
討
し
て
い
る
。

Ｑ
　
保
育
園
費
の
賃
金
の

増
額
の
理
由
は

Ａ
　
障
害
児
対
応
に
三
名

の
加
配
保
育
士
を
付
け
た

分
と
正
職
員
の
病
気
休
暇

の
対
応
だ
。

Ｑ
　
職
員
手
当
て
の
減
額

が
大
き
い
が
、
そ
の
内
訳

を
。

Ａ
　
消
防
費
の
職
員
手
当

て
減
額
の
内
訳
だ
が
、
二

重
計
上
さ
れ
て
い
た
の

を
、
修
正
し
た
。

Ｑ
　
施
設
等
整
備
基
金
費

が
組
ま
れ
て
い
る
が
ど
う

い
っ
た
施
設
か
。

Ａ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が

老
朽
化
し
て
お
り
修
繕
費

が
嵩
ん
で
き
て
い
る
。
財

政
調
整
基
金
が
残
っ
て
い

る
う
ち
に
基
金
へ
積
み
立

て
る
も
の
だ
。

21
年
度

当
初
予
算

20
年
度

補
正
予
算

　一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
議
案
の
性
質
上
他
の
委
員

会
の
所
管
事
項
と
関
連
す
る
た
め
、
教
育
厚
生
お

よ
び
産
業
建
設
常
任
委
員
会
と
の
連
合
審
査
に
よ

り
質
疑
さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

委 員 会 審 査委 員 会 審 査

給食センター（土佐山田町）

※P8・9の審査した議案をご参照ください。

連

合

審

査
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Ｑ
　
議
案
第
二
十
五
号
に

つ
い
て
裁
判
員
の
扱
い
は

特
別
休
暇
か
。

Ａ
　
提
案
し
て
い
る
の
は

条
例
の
第
二
十
二
号
で
あ

り
、
こ
れ
は
臨
時
職
員
及

び
非
常
勤
だ
。
特
別
休
暇

は
一
般
職
員
を
指
す
こ
と

に
な
る
。

Ｑ
　
議
案
第
四
十
号
に
つ

い
て
三
谷
地
区
の
人
口
は
。

Ａ
　
集
会
所
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
も
戸
数
で
の
み

記
載
で
あ
り
、
構
成
員
数

八
十
八
戸
だ
。

Ｑ
　
議
案
第
四
十
一
号
の

指
定
管
理
者
の
運
営
状
況

と
設
立
時
の
木
工
機
械
の

状
態
を
問
う
。

Ａ
　
平
成
十
八
年
度
及
び

十
九
年
度
の
利
用
者
数
等

の
報
告
及
び
、
平
成
二
十

年
度
事
業
計
画
内
容
の
報

告
が
あ
っ
た
。
木
工
の
機

械
の
状
態
は
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
を
よ
く
行
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
議
案
第
五
十
九
号
に

つ
い
て
香
美
市
開
発
公
社

は
利
潤
を
追
求
す
る
こ
と

も
オ
ー
ケ
ー
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
議
案
の
提
案
理

由
の
中
で
香
美
市
開
発
公

社
が
土
佐
山
田
観
光
開
発

へ
の
出
資
を
目
的
と
し
て

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
形

で
出
資
を
し
た
の
か
。

Ｑ
　
議
案
第
七
号
に
つ
い

て
療
養
給
付
費
等
交
付
金

が
前
年
度
よ
り
増
に
な
っ

て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

Ａ
　
退
職
者
医
療
費
分
と
、

介
護
納
付
金
分
に
対
し
、

社
会
保
健
診
療
報
酬
支
払

基
金
か
ら
交
付
を
受
け
る

分
で
退
職
者
が
伸
び
て
い

る
こ
と
か
ら
増
に
な
る
。

Ｑ
　
介
護
保
険
料
の
今
回

の
規
準
額
は
国
の
激
変
緩

和
措
置
だ
と
思
う
が
、
今

後
は
ど
う
な
る
の
か
。

Ａ
　
今
回
は
第
四
期
分
の

三
年
間
で
第
五
期
分
に
つ

い
て
は
新
た
に
設
定
さ
れ

る
。

Ｑ
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
名
称
と
役
割
が
高

齢
者
の
方
々
に
浸
透
し
て

な
い
よ
う
に
感
じ
る
が
。

Ａ
　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

し
て
も
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
認
知
度
は
低
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
啓
発

も
進
め
な
が
ら
事
業
に
取

組
ん
で
ゆ
く
。

Ｑ
　
議
案
第
十
号
に
つ
い

て
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
が
八
千
万
の
減
額
に

な
っ
て
い
る
が
、
七
十
五

歳
以
上
の
人
数
は
わ
か
っ

て
い
る
と
思
う
が
、
な
ぜ

減
額
か
。

Ａ
　
二
十
年
度
は
設
定
後

減
額
が
あ
り
、
二
十
一
年

度
に
つ
い
て
も
減
額
の
予

定
に
な
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
二
十
年
度
当
初
か
ら

制
度
の
変
更
に
な
っ
た
分

の
通
知
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
。

Ａ
　
個
別
に
通
知
を
し
て

い
る
。
天
引
き
か
ら
口
座

引
き
落
と
し
に
な
る
こ
と

は
全
員
に
通
知
し
た
が
、

ど
れ
だ
け
理
解
さ
れ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い
。

Ｑ
　
九
割
減
の
対
象
者
は

ど
れ
位
か
。

Ａ
　
二
十
年
度
は
五
千
五

百
人
の
内
三
千
十
人
が
七

割
減
の
対
象
に
、
二
十
一

年
度
に
は
枠
が
広
が
る
予

定
で
殆
ど
が
九
割
減
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

Ｑ
　
議
案
第
三
十
号
に
つ

い
て
行
財
政
改
革
推
進
特

別
委
員
会
の
指
摘
も
受
け

改
正
す
る
こ
と
は
良
い
と

お
も
う
が
、
利
用
の
多
い

市
民
グ
ラ
ン
ド
の
上
げ
幅

が
大
き
す
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
。

Ａ
　
他
の
市
内
施
設
と
の

整
合
性
を
も
た
せ
た
。
他

の
市
町
村
と
比
較
し
て
も

本
市
は
安
い
方
で
あ
る
。

Ｑ
　
使
用
料
を
上
げ
る
と

な
れ
ば
、
ト
イ
レ
の
改
修

も
急
が
れ
る
の
で
は
。

Ａ
　
ト
イ
レ
の
改
修
に
つ

い
て
は
、
市
道
の
改
修
や

プ
ー
ル
の
移
転
も
あ
る
の

で
そ
の
動
向
も
見
極
め
な

が
ら
考
え
て
い
く
。

Ｑ
　
議
案
第
三
十
四
号
に

つ
い
て
、
金
額
を
見
る
と

個
人
会
員
が
大
幅
な
値
上

げ
に
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

高
齢
者
の
介
護
予
防
の
観

点
か
ら
高
齢
者
の
料
金
を

安
く
す
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
か
。

Ａ
　
利
用
者
の
殆
ど
が
会

員
で
あ
り
、
ま
た
、
毎
日

来
ら
れ
る
方
は
高
齢
者
が

多
い
の
で
応
分
の
負
担
を

お
願
い
し
た
い
。

Ｑ
　
議
案
第
四
十
二
号
に

つ
い
て
事
故
に
よ
る
責
任

問
題
が
生
じ
た
場
合
の
市

長
の
責
任
は

Ａ
　
ふ
じ
み
野
市
の
事
故

の
判
例
か
ら
す
れ
ば
責
任

は
健
康
づ
く
り
推
進
課
長

に
あ
る
。

Ｑ
　
議
案
第
二
号
で
、
滞

納
の
原
因
は
何
が
多
い
か
。

Ａ
　
滞
納
す
る
と
停
止
を

か
け
る
の
で
九
十
九
・

七
％
位
に
な
っ
て
い
る
。

水
道
料
金
を
残
し
た
ま
ま

市
外
に
転
出
や
、
給
水
停

止
を
か
け
て
納
め
て
も
ら

う
、
そ
の
繰
り
返
し
だ
。

Ｑ
　
議
案
第
三
号
で
、
あ

け
ぼ
の
街
道
を
通
り
土
生

川
へ
流
す
雨
水
管
は
二
十

三
年
度
ま
で
延
び
た
が
そ

の
対
応
は
。

Ａ
　
Ｊ
Ｒ
の
工
事
関
係
で

二
十
三
年
度
に
な
る
が
現

況
よ
り
は
排
水
能
力
が
上

が
る
。
あ
け
ぼ
の
街
道
が

完
成
す
れ
ば
北
側
の
雨
水

は
分
断
さ
れ
る
。
南
は
百

国
の
北
の
方
へ
流
れ
る
。

Ｑ
　
地
方
債
の
繰
上
げ
償

還
は
以
前
は
い
く
ら
だ
っ

た
か
。

Ａ
　
地
方
債
は
以
前
は

五
％
以
上
が
現
在
二
％
に

な
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
議
案
第
四
号
で
、
使

用
料
現
年
分
が
昨
年
よ
り

減
っ
て
い
る
、
ま
た
、
繰

入
金
が
増
え
て
い
る
が
そ

の
中
身
は
。

Ａ
　
使
用
料
は
節
水
等
で

減
っ
て
い
る
。
ま
た
、
テ

レ
ビ
カ
メ
ラ
で
見
て
直
す

分
は
、
補
助
対
象
で
な
く

単
費
に
な
る
の
で
繰
入
金

が
増
え
て
い
る
。

Ｑ
　
議
案
第
五
号
で
、
供

用
開
始
時
期
、
ま
た
、
今

回
の
工
事
検
査
は
。

Ａ
　
平
成
二
十
三
年
度
に

完
成
。
ま
た
、
検
査
は
厳

し
く
行
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
議
案
第
十
一
号
で
、

Ｄ
Ｉ
Ａ
シ
ス
テ
ム
と
は
。

Ａ
　
地
理
況
報
シ
ス
テ
ム

で
今
年
で
終
了
。
二
十
一

年
度
は
保
管
す
る
シ
ス
テ

ム
で
開
発
料
と
保
守
委
託

料
の
二
十
万
円
で
あ
る
。

Ｑ
　
議
案
第
四
十
三
号
で

収
支
の
状
況
は
ど
う
か
。

Ａ
　
施
設
を
市
が
持
っ
て

い
た
ら
ど
れ
だ
け
の
経
費

が
い
る
か
を
元
に
指
定
管

理
料
を
計
算
し
て
い
る
。

経
営
努
力
を
し
て
売
り
上

げ
て
も
ら
い
た
い
。

　本
委
員
会
に
は
「
香
美
市
課
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」等
の
議
案
が
付
託
さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

総
務
常
任
委
員
会

　本
委
員
会
に
は
「
平
成
二
十
一
年
度
香
美
市

老
人
保
健
特
別
会
計
予
算
」
等
の
議
案
が
付
託

さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

教
育
厚
生
常
任
委
員
会

　本
委
員
会
に
は
「
平
成
二
十
一
年
度
香
美
市

水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
」
等
の
議
案
が
付
託

さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

Ａ
　
出
資
は
株
式
購
入
と

い
う
形
で
出
資
し
た
。
原

則
的
に
公
社
は
利
潤
追
求

は
オ
ー
ケ
ー
で
あ
る
が
、

利
潤
追
求
型
の
財
団
で
あ

る
と
い
っ
て
も
財
団
そ
の

も
の
が
持
っ
て
い
る
性

格
、
性
質
が
地
域
振
興
の

た
め
の
公
益
性
を
目
的
と

し
た
設
立
と
い
う
こ
と

で
、
民
間
営
利
企
業
型
の

事
業
体
で
は
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
に
単
純
に
通
常
の
株

取
引
に
よ
る
投
機
目
的
と

し
て
い
な
い
。
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Ｑ
　
議
案
第
二
十
五
号
に

つ
い
て
裁
判
員
の
扱
い
は

特
別
休
暇
か
。

Ａ
　
提
案
し
て
い
る
の
は

条
例
の
第
二
十
二
号
で
あ

り
、
こ
れ
は
臨
時
職
員
及

び
非
常
勤
だ
。
特
別
休
暇

は
一
般
職
員
を
指
す
こ
と

に
な
る
。

Ｑ
　
議
案
第
四
十
号
に
つ

い
て
三
谷
地
区
の
人
口
は
。

Ａ
　
集
会
所
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
も
戸
数
で
の
み

記
載
で
あ
り
、
構
成
員
数

八
十
八
戸
だ
。

Ｑ
　
議
案
第
四
十
一
号
の

指
定
管
理
者
の
運
営
状
況

と
設
立
時
の
木
工
機
械
の

状
態
を
問
う
。

Ａ
　
平
成
十
八
年
度
及
び

十
九
年
度
の
利
用
者
数
等

の
報
告
及
び
、
平
成
二
十

年
度
事
業
計
画
内
容
の
報

告
が
あ
っ
た
。
木
工
の
機

械
の
状
態
は
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
を
よ
く
行
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
議
案
第
五
十
九
号
に

つ
い
て
香
美
市
開
発
公
社

は
利
潤
を
追
求
す
る
こ
と

も
オ
ー
ケ
ー
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
議
案
の
提
案
理

由
の
中
で
香
美
市
開
発
公

社
が
土
佐
山
田
観
光
開
発

へ
の
出
資
を
目
的
と
し
て

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
形

で
出
資
を
し
た
の
か
。

Ｑ
　
議
案
第
七
号
に
つ
い

て
療
養
給
付
費
等
交
付
金

が
前
年
度
よ
り
増
に
な
っ

て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

Ａ
　
退
職
者
医
療
費
分
と
、

介
護
納
付
金
分
に
対
し
、

社
会
保
健
診
療
報
酬
支
払

基
金
か
ら
交
付
を
受
け
る

分
で
退
職
者
が
伸
び
て
い

る
こ
と
か
ら
増
に
な
る
。

Ｑ
　
介
護
保
険
料
の
今
回

の
規
準
額
は
国
の
激
変
緩

和
措
置
だ
と
思
う
が
、
今

後
は
ど
う
な
る
の
か
。

Ａ
　
今
回
は
第
四
期
分
の

三
年
間
で
第
五
期
分
に
つ

い
て
は
新
た
に
設
定
さ
れ

る
。

Ｑ
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
名
称
と
役
割
が
高

齢
者
の
方
々
に
浸
透
し
て

な
い
よ
う
に
感
じ
る
が
。

Ａ
　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

し
て
も
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
認
知
度
は
低
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
啓
発

も
進
め
な
が
ら
事
業
に
取

組
ん
で
ゆ
く
。

Ｑ
　
議
案
第
十
号
に
つ
い

て
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
が
八
千
万
の
減
額
に

な
っ
て
い
る
が
、
七
十
五

歳
以
上
の
人
数
は
わ
か
っ

て
い
る
と
思
う
が
、
な
ぜ

減
額
か
。

Ａ
　
二
十
年
度
は
設
定
後

減
額
が
あ
り
、
二
十
一
年

度
に
つ
い
て
も
減
額
の
予

定
に
な
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
二
十
年
度
当
初
か
ら

制
度
の
変
更
に
な
っ
た
分

の
通
知
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
。

Ａ
　
個
別
に
通
知
を
し
て

い
る
。
天
引
き
か
ら
口
座

引
き
落
と
し
に
な
る
こ
と

は
全
員
に
通
知
し
た
が
、

ど
れ
だ
け
理
解
さ
れ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い
。

Ｑ
　
九
割
減
の
対
象
者
は

ど
れ
位
か
。

Ａ
　
二
十
年
度
は
五
千
五

百
人
の
内
三
千
十
人
が
七

割
減
の
対
象
に
、
二
十
一

年
度
に
は
枠
が
広
が
る
予

定
で
殆
ど
が
九
割
減
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

Ｑ
　
議
案
第
三
十
号
に
つ

い
て
行
財
政
改
革
推
進
特

別
委
員
会
の
指
摘
も
受
け

改
正
す
る
こ
と
は
良
い
と

お
も
う
が
、
利
用
の
多
い

市
民
グ
ラ
ン
ド
の
上
げ
幅

が
大
き
す
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
。

Ａ
　
他
の
市
内
施
設
と
の

整
合
性
を
も
た
せ
た
。
他

の
市
町
村
と
比
較
し
て
も

本
市
は
安
い
方
で
あ
る
。

Ｑ
　
使
用
料
を
上
げ
る
と

な
れ
ば
、
ト
イ
レ
の
改
修

も
急
が
れ
る
の
で
は
。

Ａ
　
ト
イ
レ
の
改
修
に
つ

い
て
は
、
市
道
の
改
修
や

プ
ー
ル
の
移
転
も
あ
る
の

で
そ
の
動
向
も
見
極
め
な

が
ら
考
え
て
い
く
。

Ｑ
　
議
案
第
三
十
四
号
に

つ
い
て
、
金
額
を
見
る
と

個
人
会
員
が
大
幅
な
値
上

げ
に
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

高
齢
者
の
介
護
予
防
の
観

点
か
ら
高
齢
者
の
料
金
を

安
く
す
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
か
。

Ａ
　
利
用
者
の
殆
ど
が
会

員
で
あ
り
、
ま
た
、
毎
日

来
ら
れ
る
方
は
高
齢
者
が

多
い
の
で
応
分
の
負
担
を

お
願
い
し
た
い
。

Ｑ
　
議
案
第
四
十
二
号
に

つ
い
て
事
故
に
よ
る
責
任

問
題
が
生
じ
た
場
合
の
市

長
の
責
任
は

Ａ
　
ふ
じ
み
野
市
の
事
故

の
判
例
か
ら
す
れ
ば
責
任

は
健
康
づ
く
り
推
進
課
長

に
あ
る
。

Ｑ
　
議
案
第
二
号
で
、
滞

納
の
原
因
は
何
が
多
い
か
。

Ａ
　
滞
納
す
る
と
停
止
を

か
け
る
の
で
九
十
九
・

七
％
位
に
な
っ
て
い
る
。

水
道
料
金
を
残
し
た
ま
ま

市
外
に
転
出
や
、
給
水
停

止
を
か
け
て
納
め
て
も
ら

う
、
そ
の
繰
り
返
し
だ
。

Ｑ
　
議
案
第
三
号
で
、
あ

け
ぼ
の
街
道
を
通
り
土
生

川
へ
流
す
雨
水
管
は
二
十

三
年
度
ま
で
延
び
た
が
そ

の
対
応
は
。

Ａ
　
Ｊ
Ｒ
の
工
事
関
係
で

二
十
三
年
度
に
な
る
が
現

況
よ
り
は
排
水
能
力
が
上

が
る
。
あ
け
ぼ
の
街
道
が

完
成
す
れ
ば
北
側
の
雨
水

は
分
断
さ
れ
る
。
南
は
百

国
の
北
の
方
へ
流
れ
る
。

Ｑ
　
地
方
債
の
繰
上
げ
償

還
は
以
前
は
い
く
ら
だ
っ

た
か
。

Ａ
　
地
方
債
は
以
前
は

五
％
以
上
が
現
在
二
％
に

な
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
議
案
第
四
号
で
、
使

用
料
現
年
分
が
昨
年
よ
り

減
っ
て
い
る
、
ま
た
、
繰

入
金
が
増
え
て
い
る
が
そ

の
中
身
は
。

Ａ
　
使
用
料
は
節
水
等
で

減
っ
て
い
る
。
ま
た
、
テ

レ
ビ
カ
メ
ラ
で
見
て
直
す

分
は
、
補
助
対
象
で
な
く

単
費
に
な
る
の
で
繰
入
金

が
増
え
て
い
る
。

Ｑ
　
議
案
第
五
号
で
、
供

用
開
始
時
期
、
ま
た
、
今

回
の
工
事
検
査
は
。

Ａ
　
平
成
二
十
三
年
度
に

完
成
。
ま
た
、
検
査
は
厳

し
く
行
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
議
案
第
十
一
号
で
、

Ｄ
Ｉ
Ａ
シ
ス
テ
ム
と
は
。

Ａ
　
地
理
況
報
シ
ス
テ
ム

で
今
年
で
終
了
。
二
十
一

年
度
は
保
管
す
る
シ
ス
テ

ム
で
開
発
料
と
保
守
委
託

料
の
二
十
万
円
で
あ
る
。

Ｑ
　
議
案
第
四
十
三
号
で

収
支
の
状
況
は
ど
う
か
。

Ａ
　
施
設
を
市
が
持
っ
て

い
た
ら
ど
れ
だ
け
の
経
費

が
い
る
か
を
元
に
指
定
管

理
料
を
計
算
し
て
い
る
。

経
営
努
力
を
し
て
売
り
上

げ
て
も
ら
い
た
い
。

　本
委
員
会
に
は
「
香
美
市
課
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」等
の
議
案
が
付
託
さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

総
務
常
任
委
員
会

　本
委
員
会
に
は
「
平
成
二
十
一
年
度
香
美
市

老
人
保
健
特
別
会
計
予
算
」
等
の
議
案
が
付
託

さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

教
育
厚
生
常
任
委
員
会

　本
委
員
会
に
は
「
平
成
二
十
一
年
度
香
美
市

水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
」
等
の
議
案
が
付
託

さ
れ
た
。
質
疑
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

Ａ
　
出
資
は
株
式
購
入
と

い
う
形
で
出
資
し
た
。
原

則
的
に
公
社
は
利
潤
追
求

は
オ
ー
ケ
ー
で
あ
る
が
、

利
潤
追
求
型
の
財
団
で
あ

る
と
い
っ
て
も
財
団
そ
の

も
の
が
持
っ
て
い
る
性

格
、
性
質
が
地
域
振
興
の

た
め
の
公
益
性
を
目
的
と

し
た
設
立
と
い
う
こ
と

で
、
民
間
営
利
企
業
型
の

事
業
体
で
は
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
に
単
純
に
通
常
の
株

取
引
に
よ
る
投
機
目
的
と

し
て
い
な
い
。


